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　仕様書、第15条（対象資産及び調査）に記載のある対象資産についてですが、
こちらは令和６年度決算分の異動対象資産として異動更新を行うという認識で
よろしいでしょうか。　
　仕様書、第22条（決算整理仕訳作成業務）の年度末において、の年度末とは令和７年度
末という認識でよろしいでしょうか。その場合、履行期限の２月２８日より後に発生した処理
については工期を延長し令和８年度も継続して業務を行うという認識でよろしいでしょうか。

　仕様書第15条においては令和7年度工事の予定分となります。その為、工事完了
後に数量の増減が想定されます。これについては受注者と協議のうえ対応いたし
ます。
　仕様書第22条においての年度末とはお見込みのとおり令和7年度末となります。
2月28日以降に発生した処理については、下水道課職員にて対応いたします。履行
期間の延長は行いません。
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